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四
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六
斯
波
氏
の
敦
賀
郡
支
配

室
町
期
に
お
け
る
斯
波
氏
の
敦
賀
郡
支
配
に
つ
い

て
は
、
か
つ
て
、
敦
賀
郡
代
と
し
て
甲
斐
教
衡
・
同
郷

衡
・
同
久
衡
の
在
職
を
示
し
て
、
甲
斐
氏
に
よ
る
影
響

力
の
大
き
き
を
指
摘
し
た
こ
と
が
あ
る
竹
)
小
泉
義

博
氏
は
『
県
史
』
に
お
い
て
、
右
の
三
人
の
う
ち
教
衡

と
郷
衡
を
同
一
人
物
と
さ
れ
、
さ
ら
に
教
衡
以
前
に

「
高
岳
」
な
る
人
物
の
敦
賀
郡
代
在
職
を
示
さ
れ
た
。

ま
た
、
郡
代
の
職
務
と
し
て
、
①
幕
府
・
守
護
の
命
令

の
下
達
、
②
一
次
裁
判
権
、
③
所
領
安
堵
、
の
三
つ
を

挙
げ
ら
れ
、
特
に
③
は
小
守
護
代
に
も
み
ら
れ
な
い

河
村

と
し
て
、
敦
賀
郡
代
の
自
立
性
を
指
摘
さ
れ
て
い
る

(
四
六
八
頁
の
表
部
「
室
町
期
越
前
の
小
守
護
代
・
郡

代
在
職
一
覧
」
、
及
ぴ
四
七
一

1
二
頁
)
。
こ
の
小
泉
説

の
中
で
、
郡
代
の
職
務
内
容
に
関
し
て
は
ま
っ
た
く

異
存
は
な
い
が
、
「
高
丘
山
L

の
在
職
は
再
検
討
の
余
地

が
あ
る
し
、
教
衡
と
郷
衡
を
同
一
人
物
と
さ
れ
る
点

も
疑
問
が
残
る
。
以
下
で
は
、
こ
れ
ら
の
点
に
留
意
し

つ
つ
、
改
め
て
斯
波
氏
の
敦
賀
郡
支
配
に
つ
い
て
考

え
て
み
た
い
。

敦
賀
郡
の
郡
務
担
当
者
が
、
斯
波
氏
分
国
で
は
他

に
例
を
見
な
い
「
郡
代
」
と
称
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示

す
唯
一
の
明
証
が
次
の
文
書
で
あ
る
。

【
史
料
レ
〕
)(

前
略
)是

時
名
作
職
事
ハ

八
十
九

上
古
よ
り
散
固
と
見
へ
候
、
康
暦
元
年
三
ハ

四
十
三

十
三
人
し
で
も
ち
候
、
応
永
舟
二
八
人
し
て

も
ち
候
、
其
上
楽
音
寺
と
相
論
候
、
源
ハ
作
職

を
彼
門
前
ニ
あ
つ
け
置
候
ニ
よ
り
、
雑
米
等

ニ
重
畳
之
不
足
を
申
出
し
、
自
専
せ
し
む
る

ニ
よ
り
、
濃
州
よ
り
奉
書
を
成
さ
れ
、
作
職
を

改
替
す
へ
き
よ
し
、
郡
代
下
知
ニ
よ
り
知
行

全
す
る
事
に
て
候
、
(
後
略
)

南
北
朝
・
室
町
期
越
前
守
護
沿
革
・
支
配
機
構
に
関
す
る
諸
問
題
(
四
)

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
敦
賀
郡
西
福
寺
領
是
時
名
作
職
を

め
ぐ
る
同
寺
と
楽
音
寺
と
の
棺
論
の
裁
決
が
、
(
守

護
)
↓
「
濃
州
」
↓
郡
代
↓
西
福
寺
の
経
路
で
下
達
さ

れ
た
こ
と
が
う
か
が
え
、
同
郡
に
郡
代
が
置
か
れ
て

い
た
こ
と
が
明
確
に
知
ら
れ
る
。
こ
の
相
論
に
関
連

し
て
次
の
二
通
の
文
書
が
あ
る
。

【
史
料
M

】

越
前
国
敦
賀
郡
櫛
河
郷
西
福
寺
領
内
是
時
名
之

名
主
職
之
事
、
依
為
相
伝
分
明
、
御
判
等
頂
戴
之

上
者
、
有
限
年
貢
等
無
不
法
致
沙
汰
、
任
本
文
書

旨
柳
不
可
有
煩
候
処
、
楽
音
寺
門
前
之
者
依
為

作
職
、
彼
住
持
此
下
地
可
自
専
条
、
無
其
謂
候
、

於
向
後
及
異
儀
者
、
公
方
様
之
任
御
判
之
旨
、

可
被
成
敗
者
也
、

文
安
元
年

卯
月
十
三
日
久
衡
(
花
押
)

西
福
寺
侍
者
御
中

【
史
料
一
北

西
福
寺
与
楽
音
寺
致
訴
陳
櫛
川
内
是
時
名
事
、

於
作
職
者
為
名
主
相
計
之
、
至
加
徴
米
者
地
頭

方
へ
致
其
沙
汰
旨
、
庄
内
之
地
頭
地
下
人
相
共

ニ
答
申
之
上
者
、
任
西
福
寺
之
申
旨
、
可
被
成
敗

之
由
候
也
、
仰
執
達
如
件
、

文
安
一
一七

月
十
一
日
常
治
(
花
押
)
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甲
斐
八
郎
四
郎
殿

史
料
L
に
い
う
「
濃
州
(
甲
斐
美
濃
入
道
常
治
)
よ
り

奉
書
」
が
史
料
N
に
当
た
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
ま

た
、
史
料
M
の
発
給
人
久
衡
は
甲
斐
一
族
で
あ
り
(
後

掲
史
料
T
)
、
史
料
N
の
名
宛
人
甲
斐
八
郎
四
郎
の
こ

と
で
あ
る
こ
と
も
間
違
い
な
か
ろ
う
。
こ
の
相
論
で

は
、
す
で
に
小
泉
氏
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
よ
う
に

(
『
県
史
』
四
七
一

i
ニ
頁
)
、
郡
代
甲
斐
久
衡
が
ま
ず

史
料
M
に
よ
っ
て
裁
決
を
下
し
た
が
、
敗
訴
し
た
楽

音
寺
が
守
護
の
も
と
に
控
訴
し
た
た
め
に
、
改
め
て

若
年
(
一

O
歳
)
の
守
護
斯
波
千
代
徳
丸
(
義
健
)
に
代

わ
り
守
護
代
甲
斐
常
治
が
奉
書
に
よ
っ
て
西
福
寺
勝

訴
の
旨
を
久
衡
に
伝
え
(
史
料
N
)
、
久
衡
が
こ
れ
を

「
下
知
」
(
史
料
L
)
し
た
の
で
あ
り
、
こ
こ
に
守
護
斯

波
千
代
徳
丸
↓
守
護
代
甲
斐
常
治
↓
敦
賀
郡
代
甲
斐

八
郎
四
郎
久
衡
と
い
う
遵
行
系
統
が
明
瞭
に
示
さ
れ

て
お
り
、
同
時
に
郡
代
の
一
次
裁
判
権
を
認
め
る
こ

と
が
で
き
る
。

以
上
に
よ
っ
て
、
少
な
く
と
も
文
安
一
万
年
(
一
四
四

四
)
か
ら
翌
年
に
か
け
て
、
敦
賀
郡
に
守
護
代
か
ら
の

命
を
下
達
す
る
郡
代
が
置
か
れ
て
い
た
こ
と
が
確
認

で
き
た
が
、
郡
代
の
存
在
は
い
つ
頃
ま
で
遡
及
で
き

る
の
だ
ろ
う
か
。
小
泉
氏
は
、
次
の
文
書
に
よ
っ
て
応

永
十
三
年
(
一
四
O
六
)
の
高
岳
(
法
号
)
の
在
職
を
想

定
さ
れ
、
甲
斐
一
族
で
あ
ろ
う
と
さ
れ
て
い
る
。

【
史
料
O

】

越
前
国
野
坂
庄
櫛
河
内
西
福
寺
領
事
、
任
去
十

七
日
目
録
御
判
之
旨
、
領
掌
不
可
有
相
違
之
状
、

の
執
達
如
件
、

「
高
岳
L

応
永
十
三
年
潤
六
月
廿
七
日
沙
弥
在
判

当
時
住
持

こ
の
文
書
に
関
連
し
て
、
①
応
永
十
三
年
間
六
月
十

七
日
斯
波
義
将
安
堵
状
案
、
②
周
年
間
六
月
二
十
一

日
甲
斐
祐
徳
遵
行
状
の
二
点
が
あ
る
が
、
史
料
O
は

②
と
本
文
・
差
出
書
・
宛
所
が
一
字
も
違
わ
な
い
の

で
、
②
の
案
文
と
み
な
す
の
が
自
然
で
あ
る
(
日
付
の

「
廿
一
日
」
を
「
廿
七
日
」
と
誤
写
し
た
だ
け
で
あ
ろ

う
)
。
し
か
ら
ば
、
「
高
岳
」
は
甲
斐
祐
徳
の
法
号
と
い

う
こ
と
に
な
る
が
、
応
永
二
十
年
五
月
四
日
甲
斐
祐

徳
遵
行
状
の
案
文
(
③
)
に
は
、
発
給
人
「
沙
弥
」
の
肩

に
「
盛
庵
」
と
注
記
し
て
お
り
、
甲
斐
氏
の
法
号
に
関

す
る
西
福
寺
側
の
理
解
に
混
乱
が
あ
っ
た
こ
と
を
露

呈
し
て
い
る
。
そ
も
そ
も
史
料
O
は
、
①
及
ぴ
応
永
二

十
年
三
月
十
日
新
波
義
重
安
堵
状
案
(
④
)
と
と
も

に
一
紙
に
認
め
ら
れ
て
お
り
、
③
も
応
永
二
十
九
年

三
月
十
七
日
斯
波
義
淳
安
堵
状
気
(
⑤
)
、
同
年
三
月

二
十
日
甲
斐
将
久
遵
行
状
案
(
⑥
)
と
と
も
に
一
紙

に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
の
う
ち
正
文
の

な
い
斯
波
氏
当
主
の
安
堵
状
三
通
(
①
④
⑤
)
は
、
い

ず
れ
も
西
福
寺
が
、
寺
領
目
録
に
お
け
る
斯
波
氏
当

主
の
外
題
安
堵
文
言
を
使
っ
て
創
作
し
た
偽
文
書
と

推
測
さ
れ
匂
し
か
も
、
甲
斐
氏
遵
行
状
の
注
記

(
「
高
岳
」
「
盛
庵
」
)
は
、
こ
れ
ら
斯
波
氏
当
主
安
堵
状

の
偽
作
よ
り
も
さ
ら
に
後
代
に
か
か
る
可
能
性
が
あ

九
)
(
遵
行
状
そ
の
も
の
は
正
文
が
伝
存
し
疑
う
余
地

は
な
い
て
そ
の
信
頼
性
は
き
わ
め
て
低
い
と
い
わ
ざ

る
を
得
な
い
。

【
史
料
P
}

奉
寄
進西

福
寺
々
領
之
事

合
四
段
者
間
一
朗
精
一
削
之
下

右
下
地
者
、
難
為
職
回
、
為
盛
庵
・
妙
永
御
室
口
提
、

限
永
代
所
令
寄
進
也
、
於
後
々
不
可
有
違
乱
煩

者
也
、
偽
寄
進
状
如
件
、

永
享
拾
二
年
時
卯
月
八
日
備
中
守
郷
衡
(
花
押
)

こ
こ
で
郷
衡
が
西
福
寺
に
寄
進
し
た
四
反
に
つ
い
て
、

後
年
の
西
福
寺
寺
領
分
配
目
録
ち
)
「
時
酢
一
陥
一
酬
時
山
町
」

と
し
て
い
て
、
郷
衡
の
甲
斐
氏
た
る
こ
と
は
動
か
な

い
。
し
か
し
、
本
文
の
「
盛
庵
」
を
『
福
井
県
史
』
資
料
編

『若越郷土研究』（福井県郷土誌懇談会）



35 

8
の
傍
注
の
よ
う
に
甲
斐
祐
徳
と
す
れ
ば
、
彼
は
す

で
に
応
永
二
十
七
年
に
没
し
て
い
る
。
盛
庵
・
妙
永

(
夫
婦
で
あ
ろ
う
)
の
子
と
思
わ
れ
る
郷
衡
が
、
二

O

年
も
前
に
没
し
た
父
(
と
母
)
の
菩
提
の
た
め
に
回
を

寄
進
す
る
と
い
う
の
も
や
や
不
自
然
で
は
あ
る
ま
い

か
。
結
論
を
述
べ
れ
ば
、
盛
庵
は
後
述
す
る
よ
う
に
敦

賀
郡
代
甲
斐
教
衡
の
こ
と
と
推
測
さ
れ
、
先
の
応
永

二
十
年
五
月
四
日
甲
斐
祐
徳
遵
行
状
案
(
③
)
に
付
さ

れ
た
「
盛
庵
」
の
注
記
は
誤
り
と
思
わ
れ
る
。
と
す
れ

ば
、
「
高
岳
」
の
方
も
、
こ
の
注
記
を
施
し
た
西
福
寺
僧

が
敦
賀
郡
代
の
法
号
と
認
識
し
て
い
た
可
能
性
は
あ

る
も
の
の
、
事
実
と
し
て
は
こ
れ
が
守
護
代
甲
斐
祐

徳
遵
行
状
(
②
)
の
案
文
で
あ
る
以
上
、
こ
の
応
永
十

三
年
当
時
「
高
岳
L

な
る
郡
代
が
敦
賀
郡
に
い
た
こ
と

の
証
左
と
は
な
し
得
な
い
と
考
え
る
。

こ
の
点
を
別
の
面
か
ら
検
証
し
て
み
た
い
。

【
史
料
&

{
端
裏
書
)

「
一
反
片
山
殿
寄
進
状
住
僧
半
分
し

(
追
而
書
略
)

先
日
預
御
札
候
、
則
申
入
候
し
、
参
着
候
哉
、
真

福
寺
下
地
御
判
事
、
ま
つ
甲
斐
殿
申
て
候
へ
ハ
、

か
ゃ
う
の
事
ニ
か
す
め
た
る
事
申
た
る
人
候
け

る
ほ
と
に
、
御
当
知
行
き
う
い
な
き
よ
し
、
国
注

進
を
も
て
申
へ
き
よ
し
近
日
き
た
め
ら
れ
候
問
、
か
か
る
措
置
は
と
ら
れ
ず
、
お
そ
ら
く
郡
代
の
注
進

目
録
等
御
自
筆
に
て
候
、
ふ
し
ん
ハ
候
ハ
ね
と
状
提
出
を
求
め
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
し
た
が
っ

も
、
は
う
に
て
候
、
御
当
知
行
き
う
い
な
き
よ
し
、
て
、
こ
の
応
永
二
十
七
年
頃
の
敦
賀
郡
は
、
い
ま
だ
郡

存
中
注
進
を
御
と
り
候
て
給
候
へ
く
候
よ
し
、
務
担
当
者
の
い
る
行
政
単
位
と
は
な
っ
て
い
な
か
っ

(

後

欠

)

た

も

の

と

推

察

さ

れ

る

の

で

あ

る

。

こ
の
文
書
の
年
代
は
、
応
永
二
十
七
年
頃
と
推
定
さ
と
こ
ろ
が
、
こ
の
あ
と
数
年
に
し
て
、
敦
賀
郡
に
郡

匂
)
差
出
人
は
片
山
重
信
、
宛
所
は
西
福
寺
で
あ
る
。
代
ら
し
き
者
が
見
え
る
よ
う
に
な
る
。

片
山
の
述
べ
る
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
西
福
寺
か
ら
依
【
史
料
む

頼
の
あ
っ
た
「
真
福
寺
下
地
(
敦
賀
郡
公
文
名
内
)
御
前
野
郷
案
主
名
之
内
、
剣
宮
之
左
一
之
神
子
回

判
事
」
を
守
護
代
甲
斐
(
祐
徳
ま
た
は
将
久
)
に
申
し
之
事
、
代
々
依
支
証
明
鏡
、
祖
運
・
徳
貞
両
僧
回

入
れ
た
と
こ
ろ
、
甲
斐
の
回
答
は
、
所
領
の
安
堵
申
請
参
段
・
畠
一
段
宛
所
令
中
分
也
、
但
於
神
役
等
者

に
あ
た
っ
て
虚
偽
を
申
告
す
る
者
が
い
た
の
で
、
今
両
者
立
合
、
可
致
精
誠
者
也
、
例
下
知
執
達
如
件
、

後
は
当
知
行
の
相
違
な
き
旨
を
確
認
し
た
「
国
注
進
」
正
長
二
年
八
月
十
五
日
教
衡
(
花
押
)

(
H
「
存
中
注
進
」
)
、
す
な
わ
ち
府
中
の
小
守
護
代
の
【
史
料
S】

注
進
状
を
副
え
て
申
請
す
る
と
い
う
「
は
う
」
(
法
)
を
越
前
国
敦
賀
郡
高
野
庄
案
主
名
内
、
銀
宮
左
一

「
近
日
L

定
め
た
、
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
た
め
、
こ
の
神
子
田
之
事
、
僧
高
原
庵
祖
運
逝
去
刻
、
相
副
重

注
進
状
を
送
る
よ
う
求
め
て
い
る
。
右
の
事
例
か
ら
、
書
等
於
子
西
福
寺
令
寄
進
、
仰
任
遺
言
之
旨
不

西
福
寺
領
の
安
堵
申
請
が
、
個
人
的
所
縁
(
片
山
重
可
有
知
行
相
違
、
但
於
此
下
地
負
物
等
在
之
、
西

信
)
を
通
じ
て
な
さ
れ
た
こ
と
、
そ
し
て
こ
の
頃
(
応
福
寺
而
被
返
弁
、
然
間
限
永
代
可
全
知
行
者
也
、

永
二
十
七
年
頃
)
新
た
に
改
正
さ
れ
た
手
続
き
で
は
、
若
有
違
乱
輩
者
、
盗
人
沙
汰
而
堅
可
処
罪
科
者

小
守
護
代
の
注
進
状
を
副
え
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
た
也
、
仇
状
如
件
、

こ
と
が
確
認
で
き
る
。
も
し
当
時
の
敦
賀
郡
が
行
政
永
享
五
年
卯
月
十
七
日
備
中
守
教
衡
(
花
押
)

単
位
と
さ
れ
て
郡
代
が
置
か
れ
て
い
た
と
し
た
ら
、
右
に
見
え
る
教
衡
の
地
位
は
、
史
料
R
の
書
止
か

河
村

南
北
朝
・
室
町
期
越
前
守
護
沿
草
・
支
配
機
構
に
関
す
る
諸
問
題
(
四
)
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ら
み
て
、
郡
代
と
解
す
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
甲
斐
氏
が
直
系
の
-
族
で
あ
る
蓋
然
性
は
高
く
(
た

「
備
中
守
」
の
官
途
と
い
い
、
「
衡
」
字
と
い
い
、
い
ず
れ
だ
し
期
間
が
短
い
の
で
あ
る
い
は
郷
衡
・
久
衡
は
見

も
先
に
郡
代
と
推
定
し
た
甲
斐
久
衡
(
史
料
M
・
T
)

弟
か
も
知
れ
な
い
て
こ
の
三
代
が
敦
賀
郡
代
を
世
襲

と
共
通
す
る
と
こ
ろ
か
ら
、
久
衡
と
は
直
系
の
同
族
し
た
と
み
る
こ
と
は
、
そ
れ
ほ
ど
無
理
な
こ
と
で
は

関

係

に

あ

る

と

推

定

さ

れ

る

。

あ

る

ま

い

。

と
こ
ろ
で
、
「
備
中
守
」
「
衡
」
字
を
共
有
す
る
人
物
と
こ
ろ
で
、
甲
斐
久
衡
に
関
し
て
は
、
郡
代
在
職
徴

が
も
う
一

s

人
い
る
。
史
料
P
の
郷
衡
で
あ
る
。
小
泉
氏
証
の
下
限
(
史
料
N
)
か
ら
二

O
年
後
の
『
親
元
日
記
』

は
こ
の
郷
衡
を
、
盛
庵
H
甲
斐
祐
徳
の
子
で
、
斯
波
氏
(
増
補
続
史
料
大
成
)
寛
正
六
年
こ
四
六
五
)
七
月
二

の
家
督
を
嗣
い
だ
斯
波
義
郷
の
偏
誇
を
受
け
て
教
衡
十
五
日
条
に
次
の
よ
う
に
見
え
る
。

が
改
名
し
た
も
の
と
さ
れ
同
一
人
と
理
解
さ
れ
た
が
、
【
史
料
T

】

先
に
ふ
れ
た
よ
う
に
、
盛
庵
を
祐
徳
一
の
法
号
で
は
な
甲
斐
備
中
守
久
衡
地
百
盃
・
鯛
十
・
筋
子
玉
井

(

幻

)

八

月

三

日

新

進

小

士

夫

殿

ニ

渡

申

候

い
と
み
な
せ
ば
、
郷
衡
と
教
衡
は
別
人
で
、
盛
庵
は
五
百
疋
進
之
次
ニ
、
越
前
鳥
羽
保
事
、
可
預
御

教
衡
の
こ
と
で
あ
る
蓋
然
性
が
出
て
く
る
。
小
泉
氏
執
合
之
出
云
々
、

も
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
教
衡
は
斯
波
義
教
の
偏
詳
と
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
当
時
久
衡
が
在
京
し
て
い
た
こ

み
ら
れ
る
が
、
義
教
と
義
郷
は
祖
父

l
孫
の
関
係
で
と
が
確
認
さ
れ
る
が
、
彼
の
在
京
が
一
時
的
な
も
の

あ
る
か
ら
、
教
衡
と
郷
衡
の
聞
に
世
代
差
を
措
定
す
で
な
か
っ
た
こ
と
は
、
『
北
野
社
家
日
記
』
(
史
料
纂

る
こ
と
も
許
さ
れ
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
史
料
P

集
)
宝
徳
元
年
(
一
四
四
九
)
十
一
月
二
日
条
に
「
甲
斐

は
、
こ
の
少
し
前
に
没
し
た
教
衡
(
盛
庵
)
の
跡
を
嗣
備
州
来
、
岩
本
坊
毎
月
布
施
悉
皆
済
之
、
珍
重
々
々
」

い
だ
嫡
子
郷
衡
が
、
父
母
の
菩
提
の
た
め
「
職
回
L

を
と
あ
る
こ
と
か
ら
も
う
か
が
え
る
。
か
く
し
て
、
当
初

寄

進

し

た

も

の

と

解

釈

し

た

い

。

か

ら

か

ど

う

か

は

別

に

し

て

、

少

な

く

と

も

宝

徳

先
に
郡
代
と
し
て
指
摘
し
た
甲
斐
久
衡
も
備
中
守

1
寛
正
期
の
郡
代
久
衡
は
在
京
し
て
お
ら
)
在
地
に

で
あ
っ
た
こ
と
に
照
ら
せ
ば
、
備
中
守
の
官
途
と
は
代
官
を
置
い
て
い
た
と
理
解
し
た
い
。
そ
の
こ
と

「
衡
」
の
通
字
を
持
つ
教
衡
郷
衡
久
衡
の
三
人
の
は
『
経
覚
私
要
紗
』
(
史
料
纂
集
)
長
禄
二
年
二
四
五

八
)
八
月
二
十
三
日
条
の
「
去
七
日
夕
堀
江
石
見
守
罷

下
、
守
護
方
得
力
、
仰
十
一
日
於
敦
賀
代
官
甲
斐
方
大
谷

将
監
ト
云
者
兄
弟
三
人
切
腹
」
と
い
う
記
事
に
よ
っ

て
も
あ
る
程
度
裏
付
け
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
れ
は

長
禄
合
戦
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
京
都
か
ら
下

っ
た
守
護
方
の
堀
江
石
見
守
利
真
と
敦
賀
で
合
戦
し

切
腹
し
た
大
谷
将
監
が
、
「
代
官
L

と
さ
れ
て
い
る
。
甲

斐
方
が
甲
斐
八
郎
三
郎
敏
光
を
下
国
さ
せ
る
こ
の
年

十
一
月
以
後
な
ら
ば
、
在
国
し
て
事
実
上
守
護
代
と

し
て
活
動
し
て
い
た
敏
光
を
常
治
の
「
代
官
」
と
呼
ぶ

こ
と
も
あ
り
得
た
と
思
わ
れ
る
が
、
右
の
大
谷
将
監

は
こ
の
時
京
都
か
ら
下
回
し
た
の
で
は
な
く
、
郡
代

甲
斐
久
衡
の
代
官
と
し
て
以
前
か
ら
敦
賀
郡
に
在
国

し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
大
谷
氏
の
「
敦

賀
郡
代
代
官
」
在
職
を
示
唆
す
る
史
料
が
い
ま
一
点

色
町
マ
。
。

【
史
料
一
品
)

原
西
福
寺
道
場
を
地
頭
の
は
か
ら
い
と
し
て
、

禅
院
ニ
可
成
之
由
承
候
、
先
日
の
御
状
を
も
て

う
か
、
い
申
候
処
ニ
、
そ
の
き
あ
る
へ
か
ら
す
、

も
と
の
こ
と
く
ゆ
っ
、
7
念
仏
の
た
う
ち
ゃ
う
に

て
あ
る
へ
き
よ
し
仰
ら
れ
候
、
其
之
段
御
沙
汰

あ
る
へ
く
候
、
恐
々
謹
言
、
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大
谷
と
の
へ

こ
れ
は
、
西
福
寺
所
在
地
た
る
櫛
河
郷
地
頭
で
同
寺

の
有
力
檀
越
山
内
氏
拾
)
同
寺
の
融
通
念
仏
宗
か
ら

禅
宗
へ
の
転
派
を
申
請
し
た
の
に
対
し
て
、
直
政
・
敬

光
が
、
却
下
す
る
と
の
主
命
を
下
達
し
た
も
の
で
あ

る
。
問
題
は
発
給
人
・
宛
人
の
地
位
で
あ
る
が
、
確
定

は
で
き
な
い
も
の
の
、
西
福
寺
が
後
花
園
天
皇
や
将

軍
家
の
祈
願
所
で
あ
っ

b
J
)
」
と
を
勘
案
す
れ
ば
、
発

(
幻
)

給
人
は
中
央
の
吏
僚
に
は
違
い
あ
る
ま
い
。
と
す
れ

ば
、
い
ず
れ
に
し
て
も
宛
人
の
大
谷
某
は
、
山
内
氏
の

申
請
を
幕
府
も
し
く
は
斯
波
氏
に
仲
介
し
た
こ
と
に

な
り
、
そ
う
し
た
行
為
は
、
彼
の
地
位
を
敦
賀
郡
代
の

在
国
代
官
と
考
え
れ
ば
、
き
わ
め
て
自
然
な
も
の
と

し
て
理
解
で
き
よ
う
。
ち
な
み
に
、
こ
の
時
期
の
大
谷

氏
の
中
に
敦
賀
郡
と
深
い
関
わ
り
を
持
つ
者
が
い
た

こ
と
は
、
寛
正
四
年
九
月
大
谷
久
長
な
る
者
が
青
蓮

院
領
敦
賀
郡
新
御
所
内
飯
野
名
名
主
職
に
補
任
さ
れ

て
い
る
事
実
に
よ
っ
て
も
う
か
が
え
句
。
)

以
上
、
敦
賀
郡
代
は
確
認
で
き
る
限
り
教
衡
・
郷

衡
・
久
衡
の
三
代
に
わ
た
っ
て
甲
斐
氏
が
独
占
し
、

か
っ
、
久
衡
の
代
に
在
地
に
置
か
れ
た
代
官
と
お
ぼ

河
村

し
き
大
谷
氏
も
甲
斐
氏
一
族
で
家
人
で
あ
っ
た
と
い
は
所
在
を
異
に
す
る
、
つ
ま
り
は
敦
賀
郡
に
い
た
こ

う
か
句
、
)
教
賀
郡
の
支
配
機
構
は
、
完
全
に
甲
斐
氏
と
を
示
唆
し
て
は
い
ま
い
か
。
二
人
の
う
ち
稲
生
と

の
掌
握
す
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
。
同
族
の
稲
生
孫
右
衛
門
尉
が
、
正
長
元
年
(
一
四
二

ま
た
、
教
衡
・
郷
衡
の
二
代
は
斯
波
氏
当
主
の
偏
議
を
八
)
五
月
一
日
、
将
軍
義
教
の
御
供
衆
で
西
福
寺
の
檀

得
て
い
る
、
い
わ
ば
斯
波
氏
直
臣
で
あ
る
の
に
対
し
越
の
一
人
と
思
わ
れ
る
畠
山
祐
眠
か
ら
「
越
前
圏
西

て
、
久
衡
は
甲
斐
将
久
の
偏
誇
を
受
け
た
甲
斐
氏
被
福
寺
事
、
就
寺
領
等
柳
不
可
有
等
閑
候
者
也
」
と
い
う

官
と
い
う
べ
き
で
あ
る
か
ら
、
こ
こ
に
甲
斐
氏
の
敦
書
状
を
宛
て
ら
れ
て
い
匂
)
こ
れ
も
、
稲
生
氏
が
、
西

賀
郡
支
配
の
一
層
の
深
化
を
読
み
取
る
こ
と
も
可
能
福
寺
領
の
保
全
に
関
わ
り
得
る
立
場
に
あ
っ
た
こ
と

で

あ

ろ

う

。

を

う

か

が

わ

せ

る

も

の

で

、

右

の

憶

断

を

あ

る

程

度

と
こ
ろ
で
、
以
下
検
討
し
た
敦
賀
郡
代
の
も
と
に
、
裏
付
け
る
も
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
こ
の
他
に
郡
奉

郡
奉
行
と
も
い
う
べ
き
吏
僚
組
織
の
存
在
を
う
か
が
行
の
存
在
を
う
か
が
わ
せ
る
史
料
が
見
当
た
ら
な
い

わ

せ

る

史

料

が

あ

る

。

の

で

、

設

置

の

時

期

や

先

に

郡

代

の

代

官

と

推

定

し

【

史

料

お

た

大

谷

氏

と

の

関

係

な

ど

は

ま

っ

た

く

不

明

で

あ

る

。

今
度
自
屋
形
就
周
脚
事
、
昨
日
入
御
候
て
委
細
以
上
断
片
的
史
料
か
ら
の
牽
強
付
会
に
終
始
し
た

承
候
之
問
、
可
然
様
可
致
注
進
候
、
更
不
可
等
閑
が
、
敦
賀
郡
に
郡
代
が
置
か
れ
た
の
は
応
永
末
年
頃

存
候
、
返
々
御
出
畏
入
存
候
、
恐
憧
謹
一
言
、
か
ら
で
、
そ
の
磯
は
甲
斐
氏
が
独
占
し
、
し
か
も
そ
の

淡
路
彦
左
衛
門
尉

十
二
月
五
日
時
延
(
花
押
)
代
官
ま
で
一
族
を
配
置
す
る
な
ど
し
て
、
同
郡
を
圧

稲
生
安
芸
入
道

宗
成
(
花
押
)
倒
的
影
響
下
に
お
い
て
い
た
こ
と
を
検
証
し
た
。
な

ぉ
、
敦
賀
郡
が
越
前
の
中
で
こ
の
よ
う
に
特
別
の
行

政
単
位
と
き
れ
た
所
以
は
、
す
で
に
分
郡
と
し
て
郡

単
位
の
支
配
が
先
行
し
て
実
施
さ
れ
て
い
た
大
野
郡

と
同
様
、
越
前
の
他
地
域
か
ら
地
形
的
に
隔
絶
し
て

い
て
、
か
つ
京
畿
か
ら
越
前
へ
の
入
り
口
を
犯
す
る

西
福
寺
万
丈ま

い
る

こ
の
文
書
の
発
給
人
は
、
西
福
寺
か
ら
「
屋
形
」
か
ら

の
用
脚
賦
課
に
際
し
て
お
そ
ら
く
免
除
か
軽
減
の
嘆

願
を
受
け
、
そ
の
善
処
方
を
約
し
た
も
の
と
み
ら
れ

る
が
、
「
可
致
注
進
候
」
の
文
言
は
、
彼
ら
が
斯
波
氏
と

南
北
朝
・
室
町
期
越
前
守
護
沿
革
・
支
配
機
構
に
関
す
る
諸
問
題
(
四
)
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と
い
う
地
理
的
位
置
か
ら
く
る
軍
事
的
重
要
性
に
加

え
、
要
港
敦
賀
津
を
か
か
、
ぇ
、
越
前
二
百
気
比
社
が
鎮

座
す
る
と
い
う
経
済
的
、
宗
教
的
要
地
で
あ
っ
た
こ

と
に
求
め
ら
れ
よ
う
。

お
わ
り
に

「
は
じ
め
に
」
で
も
断
っ
た
よ
う
に
、
一
貫
し
た
論

旨
の
展
開
は
当
初
か
ら
予
定
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
、

整
合
的
な
要
約
は
難
し
い
が
、
本
稿
で
ふ
れ
な
か
っ

た
守
護
代
・
小
守
護
代
に
関
す
る
か
つ
て
の
拙
稿
や

小
泉
氏
の
研
究
成
果
な
ど
を
も
合
わ
せ
て
、
南
北

朝
・
室
町
期
に
お
け
る
斯
波
氏
の
越
前
支
配
の
制
度

的
側
面
に
つ
い
て
、
簡
単
に
整
理
し
て
お
き
た
い
。

南
北
朝
前
期
の
斯
波
高
経
の
代
に
は
、
支
配
機
構

に
関
す
る
情
報
が
乏
し
く
、
そ
の
実
態
は
不
明
な
部

分
が
多
い
が
、
そ
れ
は
ま
た
、
制
度
と
し
て
い
ま
だ
熟

成
し
て
い
な
い
こ
と
の
反
映
と
も
解
さ
れ
る
の
で
あ

り
、
そ
の
点
は
守
護
代
が
固
定
し
て
い
な
い
と
こ
ろ

に
如
実
に
表
れ
て
い
る
。

次
の
斯
波
義
将
の
代
に
な
る
と
、
高
経
代
に
は
二

宮
氏
の
下
位
に
あ
っ
た
根
本
被
官
甲
斐
氏
が
守
護
代

に
登
用
さ
れ
る
と
共
に
、
在
国
行
政
機
構
の
中
枢
と

な
る
小
守
護
代
制
が
成
立
す
る
な
ど
、
支
配
機
構
の

充
実
が
明
瞭
に
看
取
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
応
永
十
は
永
享
八
年
(
一
四
三
六
)
二
歳
で
家
督
を
嗣
い
だ
宗

二
年
(
一
四

O
五
)
に
は
こ
の
小
守
護
代
が
段
銭
徴
集
家
の
斯
波
千
代
徳
丸
を
後
見
す
る
立
場
と
な
っ
て
い

の
実
務
に
当
た
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ま
で
に
、
る
の
で
、
こ
の
時
す
で
に
持
種
が
父
祖
の
旧
職
大
野

国
街
機
構
が
小
守
護
代
の
も
と
に
掌
握
さ
れ
た
も
の
郡
守
護
を
回
復
し
て
い
た
可
能
性
も
否
定
で
き
な
い
。

と

推

測

さ

れ

る

。

か

く

し

て

、

大

野

郡

は

義

種

系

斯

波

氏

と

そ

の

南

北

義
将
の
弟
義
種
は
大
野
郡
の
守
護
権
を
割
譲
さ
れ
朝
期
以
来
の
重
臣
二
宮
氏
の
本
拠
と
な
っ
た
。

て
、
越
前
に
分
郡
が
誕
生
し
た
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
れ
一
方
の
敦
賀
郡
で
は
、
お
そ
ら
く
応
永
二
十
八
年

は
、
加
賀
守
護
職
が
斯
波
氏
に
与
え
ら
れ
る
こ
と
に
か
ら
正
長
二
年
ご
四
二
九
)
の
間
に
新
た
に
郡
代
が

な
っ
た
至
徳
四
年
(
一
三
八
七
)
、
義
種
の
信
濃
守
護
置
か
れ
る
よ
う
に
な
り
、
分
郡
大
野
郡
と
合
わ
せ
て

職
を
義
将
に
移
す
代
わ
り
に
、
義
種
に
加
賀
守
護
職
二
つ
の
郡
が
越
前
の
中
で
特
別
な
行
政
単
位
と
さ
れ

と
越
前
大
野
郡
を
与
え
て
、
兄
弟
聞
の
守
護
職
の
パ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
敦
賀
郡
代
と
し
て
在
職
が
確
認

ラ
ン
ス
を
と
ろ
う
と
し
た
措
置
と
一
応
推
測
し
て
み
さ
れ
る
の
は
甲
斐
教
衡
・
同
郷
衡
・
同
久
衡
の
三
代

た
。
ま
た
、
そ
の
後
こ
の
分
郡
が
解
消
し
た
の
は
、
明
で
、
い
ず
れ
も
守
護
代
甲
斐
氏
の
一
族
で
あ
り
、
在
京

徳
元
年
(
一
三
九

O
)
か
翌
二
年
頃
、
義
種
の
加
賀
守
す
る
よ
う
に
な
る
久
衡
の
代
に
は
、
在
地
に
や
は
り

護
職
が
一
日
一
否
定
さ
れ
た
時
同
時
に
改
替
さ
れ
た
か
、
甲
斐
一
族
で
被
官
の
大
谷
氏
が
代
官
と
し
て
派
遣
さ

も
し
く
は
間
も
な
く
還
補
さ
れ
た
時
、
そ
の
代
償
と
れ
る
な
ど
、
甲
斐
氏
の
き
わ
め
て
強
い
影
響
下
に
置

し
て
没
収
さ
れ
た
か
の
い
ず
れ
か
で
あ
る
可
能
性
が
か
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

小
さ
く
な
い
。
大
野
郡
は
そ
の
後
再
び
分
郡
と
し
て
と
こ
ろ
で
、
大
野
郡
の
分
郡
復
活
推
定
期
(
応
永
二

復
活
す
る
が
、
そ
の
時
期
は
、
義
種
の
嫡
子
満
種
が
将
十
一
年
i
永
享
八
年
も
し
く
は
享
徳
元
年
)
と
、
こ
の

軍
義
持
の
勘
気
を
被
り
加
賀
守
護
職
を
失
っ
た
応
永
敦
賀
郡
郡
代
設
置
推
定
期
(
応
永
二
十
八
年
i
正
長

二
十
一
年
以
降
で
、
満
種
の
子
持
種
が
嫡
子
義
敏
に
二
年
)
と
が
近
似
す
る
の
は
、
前
後
関
係
は
不
明
な
が

宗
家
の
家
督
を
嗣
が
せ
た
享
徳
元
年
(
一
四
五
ニ
)
以
ら
、
一
方
が
他
方
の
成
立
を
強
く
促
し
た
可
能
性
が

前
と
み
る
の
が
自
然
で
あ
る
が
、
こ
れ
よ
り
先
持
種
小
さ
く
な
い
。
そ
し
て
、
大
野
郡
が
斯
波
持
種
の
本
拠
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で
、
敦
賀
郡
が
甲
斐
氏
の
掌
握
す
る
と
こ
ろ
で
あ
っ

た
こ
と
を
勘
案
す
る
時
、
ど
ち
ら
が
先
に
成
立
し
た

に
せ
よ
、
両
郡
が
近
接
し
た
時
期
に
相
次
い
で
特
別

行
政
単
位
と
さ
れ
た
背
景
に
、
長
禄
合
戦
と
し
て
具

現
し
た
斯
波
氏
家
中
に
お
け
る
持
種
・
義
敏
と
甲
斐

氏
の
政
治
的
対
立
競
合
関
係
を
措
定
す
る
こ
と
は
、

そ
れ
ほ
ど
無
理
な
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

さ
ら
に
憶
測
を
重
ね
れ
ば
、
敦
賀
郡
代
の
設
置
が

甲
斐
将
久
(
常
治
)
の
家
督
継
承
(
応
永
二
十
七
年
)
か

ら
ま
だ
日
が
浅
い
時
期
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
あ
る
い

は
将
久
の
強
い
意
志
が
反
映
し
て
い
る
か
も
知
れ
な

最
後
に
、
本
稿
で
の
検
討
結
果
を
、
図
1
・
2
に
ま

と
め
て
お
き
た
い
。
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河
村

南
北
朝
・
室
町
期
越
前
守
護
沿
革
・
支
配
機
構
に
関
す
る
諸
問
題
(
四
)

越前の守護支配機構(南北郭末期)図 1

二
行
一

一奉一
一郡一

尉

尉

一

衛
衛
「
i

↑

左
左
一
?
一
)

郎
刀
一
官
一
監

四
帯
一
代
一
将

斐
井
一
代
一
谷

甲
一
一
郡
一
大

(甲斐常治)

I国奉行」
;段銭奉行
l使節 ! 

〈在京被官〉

(二宮信濃入道)(斯波持種)

越前の守護支配機構(享徳~長禄 2年頃)

〈京都〉

図 2
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若
越
郷
土
研
究

四
十
四
巻
三
号
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注

①

に

し

て

も

、

発

給

者

沙

弥

に

「

法

苑

寺

殿

(

斯

波

義

将

)
L

(1)

拙
稿
「
畿
内
近
国
に
お
け
る
大
名
領
国
制
の
形
成
越
の
肩
一
書
を
付
し
て
い
る
け
れ
ど
も
、
こ
の
応
永
十
三
年
当

前
守
護
代
甲
斐
氏
の
動
向
を
中
心
に

L

(

『
史
学
研
究
五
時
の
斯
波
氏
当
主
は
義
教
で
あ
っ
て
、
た
と
え
父
義
将
が

十
周
年
記
念
論
叢
』
福
武
書
応
、
一
九
八

O
年
)
。
実
権
を
握
っ
て
い
た
と
し
て
も
、
安
堵
権
の
形
式
的
な
行

(2)

『
県
史
』
資
8
、
西
福
寺
文
書
一
一
六
号
。
以
下
西
福
使
者
は
義
教
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
か
ら
、
こ
こ
に
も
、

寺
文
書
は
断
ら
な
い
限
り
同
書
の
文
書
番
号
を
示
す
。
西
福
寺
僧
に
よ
る
作
為
性
が
看
取
で
き
る
。
な
お
、
こ
れ

(
3
)

同
文
書
一
一

O
号

。

ら

の

点

に

つ

い

て

は

、

拙

稿

「

管

領

斯

波

義

淳

の

就

任

・

(
4
)

同

文

書

一

一

五

号

。

上

表

を

め

ぐ

っ

て

L
(

『
兵
庫
教
育
大
学
研
究
紀
要
』
一
一

O
、

(
5
)

同

文

書

四

二

号

。

一

九

九

八

年

)

注

犯

で

指

摘

し

て

お

い

た

。

(
6
)

同
文
書
四
O
号

。

(

日

)

史

料

O
の
「
高
岳
」
に
つ
い
て
、
古
く
は
山
本
元
編
『
敦

(
7
)

同

文

書

四

一

号

。

賀

郡

古

文

書

』

か

ら

、

史

料

纂

集

『

西

福

寺

文

書

』

、

『

敦

(8)

同

文

書

五

一

号

。

賀

市

史

』

史

料

編

第

三

巻

、

『

福

井

県

史

』

資

料

編

8
の
い

(9)

同
文
書
五

O
号

。

ず

れ

も

が

、

異

筆

と

は

し

て

い

な

い

が

、

県

史

編

き

ん

室

(

叩

)

同

文

書

七

四

号

。

(

当

時

)

架

蔵

の

写

真

で

見

る

限

り

異

筆

と

判

断

さ

れ

る

。

(

日

)

同

文

書

七

五

号

。

ま

た

、

③

の

案

文

の

「

盛

庵

」

に

つ

い

て

も

、

「

高

岳

L

程

(
ロ
)
た
と
え
ば
、
応
永
二
十
九
年
の
⑤
に
つ
い
て
み
て
み
る
で
は
な
い
も
の
の
、
異
筆
の
よ
う
に
見
、
え
る
。

と
、
一
行
自
に
「
西
福
寺
々
領
目
録
」
と
あ
り
、
一
一
行
目

(M)

西
福
寺
文
書
一

O
六
号
。

に
寸
任
此
状
之
旨
、
不
可
有
相
違
之
状
如
件
」
と
あ
る
が
、
(
日
)
同
文
書
二
二

O
号。

こ
れ
は
、
向
日
付
で
斯
波
義
淳
が
寺
領
目
録
(
後
欠
)
の
(
日
)
『
看
聞
日
記
』
応
永
二
十
七
年
八
月
十
六
日
条
。

袖
に
記
し
た
外
題
安
猪
の
文
言
そ
の
も
の
で
あ
り
(
西
福
(
げ
)
西
福
寺
文
書
七
二
号
。

寺
文
書
七
三
号
)
、
し
か
も
、
こ
の
時
の
守
護
代
甲
斐
将
久
(
日
)
斯
波
義
淳
は
、
応
永
二
ム
1

七
年
十
二
月
二
十
九
日
、
片

道
行
状
(
⑥
)
に
は
「
西
福
寺
領
自
品
等
事
、
任
今
月
七
芯
「
山
重
信
の
寄
進
地
一
反
を
含
む
計
七
筆
の
「
真
福
寺
敷
地

外
題
安
堵
之
旨
」
と
あ
っ
て
、
明
確
に
外
題
安
堵
を
直
接
寺
領
」
に
外
題
安
堵
を
施
し
て
い
る
(
『
敦
賀
市
史
』
史
料

奉
じ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
義
淳
の
独
立
し
た
安
堵
状
(
⑤
編
三
、
西
福
寺
文
書
八
三
号
)
。
こ
れ
が
史
料
Q
に
い
う
「
真

の
正
文
)
な
ど
存
在
し
な
か
っ
た
と
み
る
べ
き
で
あ
る
。
福
寺
下
地
御
判
」
の
こ
と
と
す
れ
ば
、
こ
の
年
代
は
同
じ

応
永
二
十
七
年
と
み
な
し
て
大
過
あ
る
ま
い
。
な
お
、
四

節
の
注
幻
参
照
。

(
日
)
西
福
寺
文
書
八
六
号
。

(
初
)
同
文
書
一

O
二
号
。

(
幻
〕
両
人
の
花
押
は
、
運
筆
は
似
て
い
る
も
の
の
一
部
に
相

違
点
が
あ
り
、
全
体
の
形
状
は
相
当
異
な
る
。

(
幻
)
史
料
T
で
甲
斐
久
衡
が
、
捲
川
親
元
を
介
し
て
伊
勢
貞

親
に
贈
っ
て
い
る
海
の
珍
口
聞
は
あ
る
い
は
任
地
敦
賀
郡
の

産
物
か
も
知
れ
な
い
が
、
今
北
東
郡
に
属
す
る
鳥
羽
保
の

こ
と
で
貞
親
の
口
入
を
要
請
し
て
い
る
の
は
、
久
衡
が
郡

代
と
し
て
敦
賀
郡
に
下
っ
て
い
た
の
で
は
な
く
、
甲
斐
氏

重
臣
と
し
て
在
京
し
、
捲
川
や
伊
勢
ら
幕
府
内
の
有
力
者

と
の
日
常
的
な
交
流
を
保
ち
な
が
ら
、
敦
賀
郡
以
外
に
も

私
的
権
益
を
拡
大
し
て
い
こ
う
と
す
る
存
在
で
あ
っ
た
こ

と
を
示
唆
し
て
い
る
。

(
幻
)
甲
斐
敏
光
が
越
前
に
下
回
し
て
事
実
上
守
護
代
と
し
て

活
動
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
事
例
は
少
な
く
な
い
。
た
と

え
ば
、
気
比
荘
半
済
分
を
青
蓮
院
門
跡
雑
掌
に
沙
汰
付
く

べ
き
旨
の
幕
命
を
奉
じ
た
長
禄
三
年
七
月
十
九
日
守
護
代

甲
斐
常
治
遵
行
状
は
甲
斐
八
郎
三
郎
(
敏
光
)
に
宛
て
ら

れ
て
い
る
し
(
『
華
頂
要
略
』
門
主
伝
、
長
禄
三
年
七
月

条
)
、
ま
た
、
周
年
七
月
二
十
六
日
甲
斐
常
治
は
敏
光
に
書

状
を
下
し
て
、
軍
勢
の
醍
醐
寺
領
河
合
荘
に
お
け
る
放
火

を
謎
責
し
、
同
荘
年
貢
の
醍
醐
寺
上
使
へ
の
納
付
を
指
示

す
る
と
、
敏
光
は
こ
の
旨
を
同
年
九
月
十
四
日
小
守
護
代
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の
両
人
に
下
達
し
て
い
る
(
『
県
史
』
資
2
、
醍
醐
寺
文
書

九
七
・
九
八
号
)
。
こ
れ
ら
か
ら
、
甲
斐
敏
光
の
在
国
期
に

お
い
て
は
、
幕
府
↓
甲
斐
常
治
↓
甲
斐
敏
光
↓
小
守
護
代

と
い
う
遵
行
シ
ス
テ
ム
が
と
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
確
認
で

き
る
。
な
お
、
こ
こ
で
守
護
斯
波
義
敏
が
除
外
さ
れ
て
い

る
の
は
、
当
時
甲
斐
氏
が
守
護
方
と
長
禄
合
戦
を
戦
っ
て

い
る
中
で
、
幕
府
が
甲
斐
方
を
支
持
し
て
い
た
か
ら
で
あ

る

こ

節

3
参
照
)
。

(μ)
西
福
寺
文
書
一
三
一
二
号
。

(
お
)
西
福
寺
と
山
内
氏
の
か
か
わ
り
に
つ
い
て
は
、
『
敦
賀
市

史
』
通
史
編
上
巻
第
四
章
第
四
節
三
「
幕
府
政
治
の
動
向

と
在
地
武
士
」
(
三
浦
圭
一
氏
執
筆
)
参
照
(
三
四
三
l
六

頁)。

(
お
)
後
花
園
天
皇
が
後
円
融
上
皇
の
院
宣
に
な
ら
っ
て
西
福

寺
を
祈
願
寺
と
し
た
こ
と
は
、
文
安
二
年
三
月
十
一
日
間

天
皇
論
旨
(
西
福
寺
文
書
一
一
一
号
)
に
よ
っ
て
知
ら
れ
、

応
永
三
十
三
年
八
月
二
十
二
日
足
利
義
持
御
判
御
教
書

(
同
文
書
七
六
号
)
と
永
享
二
年
十
三
月
九
日
足
利
義
教

御
判
御
教
書
(
同
文
書
九
三
号
)
が
、
義
持
・
義
教
の
祈

願
所
と
な
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

(
幻
)
可
能
性
と
し
て
は
幕
府
の
奉
行
、
も
し
く
は
幕
府
へ
の

申
請
の
仲
介
を
斯
波
氏
に
求
め
た
と
す
れ
ば
斯
波
氏
の
在

京
奉
行
(
四
節
で
み
た
「
国
奉
行
」
カ
)
な
ど
が
考
え
ら

れ
る
が
、
管
見
の
限
り
他
に
徴
証
を
得
て
い
な
い
。

(
お
)
『
県
史
』
資
2
、
京
都
大
学
文
学
部
博
物
館
古
文
書
室

所
蔵
葛
川
文
書
三
号
。

(
m
U
)

『
満
済
准
后
日
記
』
永
享
五
年
十
二
月
二
十
五
日
条
に

「
三
候
宰
相
中
将
同
来
臨
、
被
仰
付
大
谷
町
計
一
世
内
事
在
之
」

と
見
、
ぇ
、
『
看
開
日
記
』
永
享
十
年
九
月
二
十
四
日
条
に
「
遠

江
国
人
大
谷
4
搬
」
と
あ
る
。
な
お
、
本
文
で
ふ
れ
た
大
谷

久
長
も
甲
斐
将
久
(
常
治
)
の
偏
誰
を
受
け
た
と
み
ら
れ

る

(
初
)
西
福
寺
文
書
八
五
号
。

(
む
)
「
永
享
以
来
御
番
帳
」
(
『
群
書
類
従
』
二
九
、
雑
部
)

に
、
御
供
衆
三
番
番
頭
と
し
て
畠
山
播
磨
入
道
祐
順
の
名

が
見
え
、
天
正
期
に
活
躍
し
西
福
寺
中
興
の
祖
と
い
わ
れ

る
道
残
上
人
の
著
し
た
寸
西
福
寺
縁
起
」
(
『
敦
賀
市
史
』

史
料
編
三
、
西
福
寺
文
書
二
七
一
号
)
に
は
、
畠
山
播
州

(
法
名
祐
順
)
が
同
寺
一
切
経
蔵
を
建
立
し
た
経
緯
が
詳

述
さ
れ
て
い
て
、
畠
山
氏
が
西
福
寺
の
有
力
な
檀
越
で
あ

っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
さ
ら
に
文
安
二
年
三
月
二
十

六
日
、
祐
順
の
菩
提
の
た
め
西
福
寺
に
一
切
経
料
米
を
寄

進
し
た
教
元
は
(
商
福
寺
文
書
一
一
一
一
一
号
)
、
祐
順
の
子
と

思
わ
れ
る
が
、
彼
も
御
供
衆
・
申
次
衆
と
し
て
諸
記
録
に

散
見
さ
れ
る
(
『
雑
事
記
』
寛
正
四
年
六
月
三
十
日
条
、
『
親

元
日
記
』
寛
正
六
年
正
月
十
八
日
条
、
『
親
基
日
記
』
文
正

二
年
二
月
十
五
日
条
な
ど
多
数
)
。
以
上
か
ら
、
奉
公
衆
畠

山
氏
が
父
子
二
代
に
わ
た
っ
て
西
福
寺
と
緊
密
な
関
係
を

結
ん
で
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

(
幻
)
西
福
寺
文
書
八
四
号
。
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